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■背景
今後も更なる普及が見込まれる無線LANやBluetoothに対して、日本国内でも海外認証の情報、特に

認証取得に必要となる基準等に対する試験データを活用できるかどうか検討するため、「無線LAN等の欧米
基準試験データの活用の在り方に関する検討会」(以下「検討会」と示す)が開催されてきました。
過去4回の討議を通して、制度設計の相違により日欧米の試験データの各測定項目を簡単に相互活用

できないことが分かりました。
日本の技術基準は、他の無線局、具体的には同一周波数システム利用者および隣接周波数システム利

用者との干渉調整の結果、整備されてきており、全ての数値に意味があるものとの認識があります。
その中で国内での周波数利用状況を踏まえつつも、情報通信審議会傘下の委員会・作業班で、極力国

際標準を意識した形で基準を制度化しています。欧米も同様の状況であり、国際標準・規格を各国制度に
落とし込んで導入している状況となっています。

1. 背景

- -ご提案資料
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■無線LAN、Bluetooth等が守るべきこと
日本、欧州、米国ともに他の無線局に混信妨害を与えないことが規則・指令で示されています。

2. 守るべきこと

- -ご提案資料

日本 電波法 欧州 無線機器指令(RED) 米国 FCC規則 47CFR Part 15
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の
免許を受けなければならない。ただし、次の各
号に掲げる無線局については、この限りでない。
(略)
三 「空中線電力が一ワット以下である無線
局のうち総務省令で定めるものであつて、第
四条の三の規定により指定された呼出符号
又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信
する機能その他総務省令で定める機能を有
することにより他の無線局にその運用を阻害
するような混信その他の妨害を与えないよう
に運用することができるもので、かつ、適合表
示無線設備のみを使用するもの」

第二十八条
送信設備に使用する電波の周波数の偏差
及び幅、高調波の強度等電波の質*は、総
務省令で定めるところに適合するものでなけ
ればならない。

第二十九条
受信設備は、その副次的に発する電波又は
高周波電流が、総務省令で定める限度をこ
えて他の無線設備の機能に支障を与えるもの
であつてはならない。

Article 3
Essential requirements

2. 無線機器は、有害な干渉を回避するため
に、無線周波数の効率的な使用を支援し、
かつ効果的に使用するように構築されなけれ
ばならない。

Subpart A §15.5 
General conditions of operation.

(b) 意図的、非意図的または偶発的な放射
器の運用は、有害な干渉を発生させないこと、
および認可された無線局の運用、他の意図
的または非意図的放射器、産業・科学・医
療（ISM）機器、または偶発的放射器によ
り発生される可能性のある干渉を受け入れる
ことを条件とする。

※無線LAN等の欧米基準試験データの活用の在り方に関する検討会 資料2-3 7ページ目の表を基に作成。
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■検討会へのご提案内容
検討会では、他の無線局に混信妨害を与えないことを示したうえで、下記提案を行いました。
「2.4GHz帯無線LANとBluetoothについては、認証件数や生産台数の観点から、試験データを受入れた
場合の波及効果が大きいため、当面こちらをターゲットに試験データ利活用を検討してはどうでしょうか。」

→ 検討会で討議の結果、合意(2.4GHz帯無線LANとBluetoothを対象)を得られました。

■「他の無線局」の範囲
ここで、「他の無線局」に混信妨害を与えないことについて、「他の無線局」を分類します。

1. 同一周波数システムの他の無線局 (無線LAN、Bluetooth、アマチュア無線、ロボット用無線等)
2. 隣接周波数システムの他の無線局 (移動・固定等無線システム(移動衛星・公共業務等)

そのうち同一周波数システムへの混信妨害については、無線LANとBluetoothは従来の最大出力・混信防止
機能条件を変えていません。干渉影響環境は従来と変わらないため同一周波数システムへの影響が悪化するこ
とにはならないとの認識です。(検討会 第3回 資料3-3 page 5)

■本アドホックグループへのご提案内容
上記より、欧米試験データの利活用ができるよう「2.4GHz帯無線LAN等の技術基準見直し」を提案します。

具体的には、平成4年(1992年)の2.4GHz帯小電力データ通信システムの制度制定時からデバイスの性能
向上による隣接システムへの影響改善等を鑑みた近代化の観点と隣接周波数システムに混信妨害を与えない
ことに留意しつつ、下記項目について見直し、特に項目自体の削除や項目内の制限条件の削除ができるか検
討を提案します。ご相談させてください。

1. 技術基準
2. 試験環境、試験方法

3. ご提案内容

- -ご提案資料
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4. 検討項目(案)

- -ご提案資料

無線システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム (2.4GHz無線LAN, Bluetooth)
技術基準の
見直し

(無線設備規
則)

無線設備規則の中で、隣接周波数システムに影響を与えない範囲で基準見直し、特に項目自体の削除や項目内の制限条件
の削除ができるか検討のご相談をさせてください。
項目 日本 欧州 米国 標準規格 弊社見解 理由

技術基準 無線設備規則 EN 300 328
V2.2.2

47CFR FCC Part 15
Subpart C

IEEE 802.11

周波数の許容偏差 第5条 別表第1号 - - Transmit center
frequency tolerance

必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

占有周波数帯域幅の許容値 第6条 別表第2号 4.3.2.7 - Occupied channel
bandwidth

必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

スプリアス発射又は不要発射の強度の
許容値

第7条 別表第3号 4.3.2.8
4.3.2.9

15.247(d)
15.205(a)
15.209(a)

(Transmit and receive in-
band and out-of-band
spurious emissions)
※各国の技術基準に従う

必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

副次的に発する電波等の限度 第24条第2項第1号 4.3.2.10 -

(Transmit and receive in-
band and out-of-band
spurious emissions)
※各国の技術基準に従う

必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

混信防止機能(識別信号) 第9条の4第5号イ - -
Address fields
(MAC address) 必要

無線LAN、Bluetooth、アマチュア
無線、ロボット用無線等に影響を
与えないため。

空中線電力の許容偏差 第14条 - -

(Transmitter spectral
flatness)
※サブキャリア平坦性
+4dB/-6dB以内

要検討 下限80%の必要性について検討
可能か。

空中線電力 第49条の20第1号ホ
4.3.1.2
4.3.2.2
4.3.2.3

15.247(b)(3)
15.247(e)

(Transmit power levels)
※各国の技術基準に従う 必要

移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

送信空中線絶対利得 第49条の20第1号ヘ -
15.203
15.247(b)(4)
15.247(c)

必要
移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

送信空中線の主輻射の角度幅 第49条の20第1号ト - - 必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

拡散帯域幅 第49条の20第1号チ - 15.247(a)(2) 必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

拡散率 第49条の20第1号リ - 15.247(a)(1) 必要 移動・固定等無線システムに影響
を与えないため。

ホッピング周波数滞留時間 第49条の20第1号ヌ - 15.247(a)(1) 必要
無線LAN、Bluetooth、アマチュア
無線、ロボット用無線等に影響を
与えないため。

EIRPにおける出力偏差反映有無 (等価等方輻射電力) - - - 要検討 放射試験でも出力偏差を許容され
るか。
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4. 検討項目(案)

- -ご提案資料

無線システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム (2.4GHz無線LAN, Bluetooth)
試験環境、
試験方法の
見直し

(平成16年
総務省告示
第88号)

検討会では試験環境や試験方法の相違で換算不可、受け入れ不可となる項目がありました。平成16年総務省告示第88号に
記載されている試験環境、試験方法の項目を見直すことで欧米との整合ができるかどうか検討のご相談をさせてください。
【試験環境】
1. 試験データ受入れという観点では、一般条件(温度条件、入力電源条件等)は日欧米で差異があるが、受入可能か。(検

討会 第2回 資料2-4 page 1)
【試験方法】
1. 日本と欧米で試験方法に差異がある場合は同じ条件に整合可能か。
2. 試験データ受入れという観点では、国内より欧米が厳しい試験方法、測定条件データは受入可能か。

1.の例: 日本の測定では平成16年総務省告示第88号別表第1号スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法で「平均電
力」と記載しています。そして測定器の条件としては、検波モードがサンプルと記載しています。ここは、検波モードがサンプルの他にも
RMS平均、電圧平均、対数平均等の方法があると考えています。 (検討会 第4回 参考資料4-1 page 55の試験項目等)
2.の例: 不要発射の測定値として日本: sample  米国: Positive peak or average となってます。もし米国: Positive peak
の場合は日本より悪い値を表示します。さらに、SWP(掃引モードも)日本はSingleと一回だけの確認に対して米国はMax Holdとい
うことで、何度も掃引して最大値(スプリアス最悪値)を残すモードとなっています。米国の測定値より日本の測定値は条件が良い値と
なります。(検討会 第4回 参考資料4-1 page 55の試験項目等) ※探索時で基準クリアの場合は日米同等測定可能。
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ご参考 (検討会 第3回 資料3-3 page 5より)

- -ご提案資料



8

 

ご参考 (検討会 第2回 資料2-4 page 1より)
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ご参考 (検討会 第4回 参考資料4-1 page 55の試験項目等)

- -ご提案資料



10

 

ご参考
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【平成16年総務省告示第88号抜粋】
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ご参考

平成4年12月25日（官報 号外 第194号）
平成4年郵政省令第78号

- -ご提案資料

日本：ARIB標準規格
RCR STD-33 ARIB STD-T66

以上
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